
�愛媛県告示第５９６号
大規模小売店舗の新設の届出の概要等（平成２１年１２月愛媛県告示

第２１２７号）によりその概要を告示した大規模小売店舗立地法（平成

１０年法律第９１号）第５条第１項の規定による届出が取り下げられた

ので、次のとおり告示する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大 規 模 小 売 店 舗
取 下
年 月 日

名 称 所 在 地

マルナカ伊予店 伊予市灘町字西３５５番１ 平成２２年
４月１４日
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�愛媛県告示第５９７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに伊予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ伊予店

伊予市灘町字西３５５番１

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２２年１２月２７日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，４７７平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１０９台

イ 駐輪場の収容台数

７１台

ウ 荷さばき施設の面積

１０５．０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

６６．０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午前０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４０分から午前０時２０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２２年４月２６日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 大規模小売店舗の新設の届出の取下げ…………………………………３６９

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等…………………………………３６９

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………３７０

○ 土地改良事業の工事の完了………………………………………………３７０

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定…………………………………………３７０

○ 土地改良区役員の就退任の届出（４件）………………………………３７１

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………３７２

○ 市営土地改良事業の計画の変更等の同意………………………………３７２

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………３７２

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）……………………………………３７２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………３７３

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）……………………………………３７３

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………３７３

公 告

○ 争議行為の通知の公表……………………………………………………３７３

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定の一部改正……………………………３７４

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第２１６７号 平成２２年５月１８日

平成２２年５月１８日火曜日 第２１６７号

愛 媛 県 報

３６９



者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第５９８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウンアヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 他 大規模小売店舗の名称 三越松山支店・ファッ

ションタウンアヴァ
松山三越・ファッショ
ンタウンアヴァ

平成２２年
４月１日

平成２２年
５月６日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

松山総合開発株式会
社
代表取締役
西村仁志 外１者

松山総合開発株式会
社
代表取締役
平原立志 外１者

平成２０年
６月２７日

大規模小売店舗内において小
売業を行う者 株式会社三越外２８者 株式会社松山三越外

２２者
平成２２年
４月１日
外

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第５９９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６００号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

一般農道整備事業 三瓶北地区 平成２２年３月２８日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

伊第
１８号

伊予市米湊８２０番地 伊予市
伊予市米湊８２０番地
伊予市役所

平成２２年７月１日
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�愛媛県告示第６０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市朝生田町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２２年５月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 要 松山市朝生田町二丁目２番１５号

〃 朝 野 武 雄 松山市朝生田町七丁目７番２１号

〃 佐 藤 幸 久 松山市朝生田町三丁目４番２５号

〃 朝 野 芳 雄 松山市朝生田町七丁目８番２８号

〃 前 善次郎 松山市朝生田町二丁目３番３号

〃 池 田 三喜雄 松山市朝生田町二丁目６番８号

〃 朝 村 睦 松山市朝生田町七丁目５番２５号

監 事 松 本 淳 一 松山市朝生田町三丁目５番３２号

〃 松 本 誠 一 松山市朝生田町三丁目５番１８号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 要 松山市朝生田町二丁目２番１５号

〃 朝 野 武 雄 松山市朝生田町七丁目７番２１号

〃 八 塚 茂 敏 松山市朝生田町二丁目８番１８号

〃 朝 井 孝 雄 松山市朝生田町七丁目１４番４５号

〃 前 善次郎 松山市朝生田町二丁目３番３号

〃 池 田 三喜雄 松山市朝生田町二丁目６番８号

〃 朝 村 睦 松山市朝生田町七丁目５番２５号

監 事 松 本 淳 一 松山市朝生田町三丁目５番３２号

〃 朝 野 芳 雄 松山市朝生田町七丁目８番２８号
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�愛媛県告示第６０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市高岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２２年５月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 内 嘉 重 松山市高岡町２６０番地

〃 一 色 政 則 松山市高岡町６７４番地

〃 松 村 一 博 松山市高岡町６１１番地

〃 崎 山 勇 松山市高岡町１１２番地

〃 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５番地

〃 長 野 悟 松山市高岡町２６６番地

監 事 三 好 陽 造 松山市高岡町５５９番地

〃 崎 山 一 生 松山市高岡町５２番地

〃 貞 徳 勇 児 松山市高岡町６９５番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 竹 内 嘉 重 松山市高岡町２６０番地

〃 一 色 政 則 松山市高岡町６７４番地

〃 松 村 一 博 松山市高岡町６１１番地

〃 崎 山 勇 松山市高岡町１１２番地

〃 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５番地

〃 長 野 悟 松山市高岡町２６６番地

監 事 三 好 陽 三 松山市高岡町５５９番地

〃 崎 山 一 生 松山市高岡町５２番地

〃 貞 徳 勇 児 松山市高岡町６９５番地
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�愛媛県告示第６０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市福角町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２２年５月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 乗 松 仁 志 松山市福角町甲１６８０番地３

〃 乗 松 政 文 松山市福角町甲２２８番地３

〃 岡 本 正 博 松山市福角町甲８４６番地４

〃 石 松 英 樹 松山市権現町１番地

〃 石 丸 幹 夫 松山市福角町甲５４０番地４

〃 石 丸 正 孝 松山市福角町甲７４７番地

〃 石 丸 史 朗 松山市福角町甲１６３２番地３

〃 井 上 徹 郎 松山市福角町甲１７３１番地

〃 乗 松 悟 松山市福角町甲３３０番地

監 事 石 丸 孝 義 松山市福角町甲８１６番地１

〃 乗 松 克 志 松山市福角町甲１６６１番地２

〃 石 丸 正 樹 松山市権現町１２８番地１

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 乗 松 豊 和 松山市福角町甲１６４５番地

〃 乗 松 政 文 松山市福角町甲２２８番地３

〃 岡 本 正 博 松山市福角町甲８４６番地４

〃 石 丸 正 樹 松山市福角町甲１２８番地１

〃 石 丸 幹 夫 松山市福角町甲５４０番地４

〃 石 丸 正 孝 松山市福角町甲７４７番地

〃 高 橋 英 明 松山市福角町甲１５０５番地

〃 井 上 徹 郎 松山市福角町甲１７３１番地

〃 乗 松 悟 松山市福角町甲３３０番地

監 事 岡 本 正 邦 松山市福角町甲８６２番地

〃 乗 松 仁 志 松山市福角町甲１６８０番地３

〃 高 橋 三 郎 松山市福角町甲６０７番地２

愛 媛 県 報平成２２年５月１８日 第２１６７号

３７１



�愛媛県告示第６０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市安城寺町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２２年５月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 遠 藤 宗 敏 松山市安城寺町９７５番地２

〃 本 田 昭 一 松山市安城寺町１６５２番地

〃 芳之内 正 幸 松山市安城寺町９９３番地

〃 野 本 健一郎 松山市安城寺町１２３６番地２

〃 渡 部 潤一郎 松山市安城寺町１２２９番地

〃 洲之内 長 松山市安城寺町１２０６番地

〃 松 本 重 喜 松山市安城寺町７６８番地

〃 渡 部 孝 志 松山市安城寺町１２４５番地２

〃 氏 川 栴 三 松山市安城寺町１６１番地３

〃 重 松 和 彦 松山市安城寺町１２２１番地

〃 矢 野 徹 松山市安城寺町１５８０番地

〃 田 所 政 臣 松山市安城寺町１０４８番地８

〃 芳之内 省 平 松山市安城寺町１２８６番地

〃 乗 松 昭 夫 松山市安城寺町１０９５番地

〃 乗 松 直 英 松山市安城寺町９８９番地

〃 白 石 雄 一 松山市安城寺町１５３３番地２

〃 光 宗 政 治 松山市安城寺町１２１７番地

監 事 瀧 本 久 志 松山市安城寺町１３２５番地３

〃 光 宗 等 松山市安城寺町６３３番地

〃 岡 眞 夫 松山市安城寺町１０５４番地１

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳ノ内 方 文 松山市安城寺町１５９６番地

〃 佐 野 建 一 松山市安城寺町１１０７番地

〃 芳之内 正 幸 松山市安城寺町９９３番地

〃 渡 部 延 樹 松山市安城寺町１２３０番地

〃 渡 部 潤一郎 松山市安城寺町１２２９番地

〃 洲之内 長 松山市安城寺町１２０６番地

〃 松 本 重 喜 松山市安城寺町７６８番地

〃 渡 部 昌 俊 松山市安城寺町１２３１番地

〃 氏 川 栴 三 松山市安城寺町１６１番地３

〃 重 松 和 彦 松山市安城寺町１２２１番地

〃 矢 野 芳 � 松山市安城寺町１６０７番地

〃 田 所 政 臣 松山市安城寺町１０４８番地８

〃 芳之内 有 平 松山市安城寺町１２８６番地

〃 乗 松 昭 夫 松山市安城寺町１０９５番地

〃 乗 松 直 英 松山市安城寺町９８９番地

〃 松 本 博 明 松山市安城寺町１６３６番地１

〃 光 宗 政 治 松山市安城寺町１２１７番地

監 事 瀧 本 朝 久 松山市安城寺町１２８２番地

〃 光 宗 等 松山市安城寺町６３３番地

〃 有 田 慰 憲 松山市安城寺町１２４４番地
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�愛媛県告示第６０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市吉藤土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２２年５月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第６０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、東温市から協議のあった土地改良事業（ほ場整備事業・樋口

地区）の計画の変更に平成２２年４月３０日同意した。

平成２２年５月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第６０７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年５月１８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第６０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第９号

平成２２年５月１１日
東温市下林字上千原甲２０５０番１

伊予郡松前町大字筒井３１１番地

野 中 敏 郎

��������������
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�愛媛県告示第６０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２２年５月７日あったので公表する。

平成２２年５月１８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成２２年度夏季一時金その他に関する事項

２ 日時 平成２２年５月１８日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 財団法人真光会

松山市南高井１４９１

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字小深浦１番耕地１１番２から

同町法花津字宮ノ浦１番耕地１７３番まで

旧 ６．６～２９．０
８．０～２９．０

０．２７６
０．２６０

新 ６．６～５９．０
１０．０～５９．０

０．２７６
０．２６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字小深浦１番耕地１１番２から

同町法花津字宮ノ浦１番耕地１７３番まで
平成２２年５月１８日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字宮ノ浦１番耕地１９０番１地先から

同町法花津字宮ノ浦１番耕地２２５番地先まで

旧 ６．０～１９．６ ０．０９０

新 ９．４～２１．６ ０．０９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
宇和島市吉田町法花津字宮ノ浦１番耕地１９０番１地先から

同町法花津字宮ノ浦１番耕地２２５番地先まで
平成２２年５月１８日

公 告
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２２年５月１８日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ 省略

２ 介護老人保健施設

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

省略

３ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略

省略

省略

省略

省略

４ 省略

１ 省略

２ 介護老人保健施設

名 称 所 在 地 指定年月日

省略

老人保健施設あい

じゅ

松山市東方町甲８４１ 平成５年７月１６日

省略

３ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略

愛寿荘 特別養護老人

ホーム

松山市東方町

甲８１３

昭和６０年９月

２７日

省略

道後 特別養護老人

ホーム

松山市溝辺町

５３９－１

平成１０年４月

２４日

道後 軽費老人ホー

ム

松山市溝辺町

５３９－１

平成１１年１月

２９日

省略

特別養護老人

ホームさや

特別養護老人

ホーム

松山市南斎院

町１１５８

平成１８年３月

３１日

ケアハウスさ

や

軽費老人ホー

ム

松山市南斎院

町１１５８

平成１８年３月

３１日

省略

伊予あいじゅ 特別養護老人

ホーム

伊予市宮下

１２２４－１

平成７年１月

１３日

省略

４ 省略

改 正 後 改 正 前

選挙管理委員会告示

平成２２年５月１８日 発行

愛 媛 県 報平成２２年５月１８日 第２１６７号

３７４


